
 妊婦健康診査等受診券の使い方について 
 

彦根市では、妊婦のみなさんが安心して妊娠・出産できるよう妊婦健康診査等にかかる費用の 

公費助成を行っています。定期的に妊婦健康診査等を受けましょう。 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

受診前に、「本人記入欄」に記入しておいてく

ださい。（裏面参照） 

 

受診券は、原則再発行しません。 

なくさないようにご注意ください。 

受診券が使えない場合があります。 

・妊娠届出日以前の受診 

・医療保険の適応になる場合 

それぞれの受診券には、上限額があります。 

上限額を超えた分は、自己負担となります。 

医療機関が決まったら、受診前に、彦根市母子保健課で手続きしてください。 

県外の医療機関では、自費で支払い、出産後に請求することで、助成を受けられます。 

彦根市外に住民票を移された場合、彦根市の受診券は使えません。 

転出先の居住地の保健センター等で、新しい受診券を発行してもらってください。 

受診券に必要事項を記入 受診券には、上限額があります。 

受診券をなくさないで！ 受診券が使えない場合があります。 

滋賀県外の医療機関を受診する場合は、申請が必要です。 

彦根市外に住民票を移された場合は、彦根市の受診券は使えません。 

（受診券記入例） 

本
人
記
入
欄 

医
療
機
関
記
入
欄 

５ ３     ３ 

八坂 １９００  ４ 

令和○  ○      ○ 

※ 事前にすべての受診券に記入してください。 

彦根 花子 

0749-24-0816 

お問合せ先 
 

彦根市母子保健課 

彦根市八坂町 1900-4 

くすのきセンター2 階 
 
TEL ０７４９－２４－３９３１ 

FAX  ０７４９－２４－５８７０ 

 


